
三木市制施行７０周年カウントダウン参加者募集要項  

 

１ 目 的  

三木市は令和６年７月１日に市制施行７０周年を迎えるにあたり、

市のホームページ等において、市民や団体、事業者から募集した写

真とメッセージでカウントダウンを行うことで、市制７０周年を広

く周知し、周年記念の機運を醸成することを目的とします。  

 

２ 対象者 

三木市にゆかりのある人（市内在住、在勤、在学の人、本市出身

者など）、市内で活動する団体、事業者など  

 

３ 申込期間  

令和５年１２月１日（金）から令和６年１月１５日（月） 

※定数に達し次第、募集を終了します（先着順）。 

 

４ 応募方法とカウントダウンまでの流れ 

(1) 参加申込（１２月１日から１月１５日） 

参加申込は兵庫県電子申請共同運用システムで受付しています。 

【必要事項】 

ア 応募者氏名（グループの場合は、代表者の氏名） 

イ 保護者氏名（応募者が未成年の場合） 

ウ 電話番号・住所 

エ 名前（ニックネーム）又はグループ名 

※名前の記載がない場合は、応募者氏名をホームページに掲

載します。 

(2) カウントダウン日数の指定（令和６年１月頃） 

参加申込後、応募者に対して、カウントダウン日数を通知しま

す。応募者がカウントダウン日数を指定することはできません。

なお、応募時に必要事項が適切に記載されていない場合や応募の

段階で本事業に適さないと判断した場合は、参加資格を取り消す

ことがあります。 

(3) 写真の提供（令和６年１月～２月頃） 

カウントダウン日数を指定された応募者は、令和６年２月２９

日（木）までに、指定された日数の写真データと一言メッセージ



をメールで送付してください。締切日までに写真の送付が無い場

合は、参加資格を取り消すことがあります。 

(4) 写真及び一言メッセージ 

ア 写真 

カウントダウンボードや人文字を作るなどの創意工夫を凝ら

し、令和６年７月１日の市制施行７０周年までのカウントダウ

ン日数が分かる写真を募集します。写真データの規格は、JPEG

とし、容量は５MB以内としてください。写真は横向き（横長）

で撮影してください。 

イ 一言メッセージ 

下記のいずれかの内容で、３０文字以内のメッセージを写真

に添えて提出してください。 

① 市制７０周年を迎える三木市へ一言 

② 三木市の好きなところや思い出 

③ 未来に向けたメッセージ 

 

５ 掲載方法 

(1) 掲載開始日 令和６年４月２２日（月） 

  令和６年７月１日の市制施行７０周年の７０日前から掲載開始 

(2) 掲載媒体  市ホームページ等 

(3) 掲載日以降も市ホームページ等に掲載します。 

(4) 掲載の都合上、必要に応じて写真等の加工を行うことがあります。 

 

６ 掲載対象外とする写真等  

(1) 宗教・営利を目的としたもの、政治目的、著作権や第三者の権利

を侵害するもの、名誉・信用・プライバシー等を侵害するもの、迷

惑行為となるもの、差別的なもの、公序良俗に反するもの、その他

法令違反となるもの、又はそのおそれがあると本市が判断するもの 

(2) 本募集要項で指定したデータ形式やサイズ以外のもの 

(3) 本募集要項の規定に反するもの 

(4) その他、三木市が適さないと判断したもの 

 

７ 注意事項等 

(1) 応募にあたっては、本募集要項をよく読んで、写真データに写る

全員の同意の上でご応募ください。 



(2) 応募時点で、本募集要項に同意いただいたものとみなします。ま

た、未成年者の応募については、保護者の同意があったものとして

取り扱います。 

(3) 写真等データの提供方法等については、カウントダウン日数の指

定時に案内します。 

(4) 応募写真について、第三者との間に権利侵害など何らかの責任問

題が発生した場合は、応募者自らの責任と費用で解決してください。

本市は一切の責任を負いません。 

(5) 応募に関する費用については、応募者の負担とします。 

(6) 電子メールが届かない場合や何らかの障害又は本市のセキュリ

ティ上、データファイルを展開できない等の問題が発生した場合、

本市は一切の責任を負いません。 

(7) 応募写真は、市制施行７０周年の広報活動（ウェブサイト、市広

報紙など広報媒体への掲載）、記念式典や PR 事業などで使用させて

いただく場合があります。 

(8) 個人情報は、掲載に関する事項、応募者の連絡以外の目的には使

用しません。 

(9) 氏名の掲載を望まれない場合は、必ずニックネームを記入してく

ださい。 

(10) 掲載後であっても、掲載対象外となる事由が発生した場合は、

掲載を取り消します。 

(11) 応募された写真等が掲載対象外となるものであった場合は、参

加資格の取消または代替の写真の提出を求めることがあります。 

 

８ 問い合わせ先 

〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町１０番３０号 

三木市総合政策部企画政策課 

（電話）0794-82-2000（内線2482）（FAX）0794-82-9755 

（Mail）miki70@city.miki.lg.jp 


